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別表十六(六)
｢８｣又は｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却(事業適応設備を取得した場合等の特別

償却)を適用している場合(事業適応繰延資産に係る措置を適用している場合)

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢令和７年旧措置法第42条の12の７第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00663｣

③　｢適用額｣欄：｢８｣欄の金額

(注)　｢８｣欄の外書は、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、特別償却対象

　　資産について特別償却準備金を積み立てる場合に記載することになっています。

　　　この場合は、｢準備金方式による特別償却｣措置の適用を受けることになりますので、

　　別表十六(九)の記載方法(Ｐ83～87参照)に従って｢適用額明細書｣を記載してください。

　

｢８｣欄

　特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第52条の２第１項｣又は｢第52条の２第４項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00187｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄の金額

｢９｣欄


